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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
国
際
観
光
旅
客
税
の
使
途
及
び
特
定
財
源
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
で
快
適
に
旅
行
で
き
る
環
境
」
と
は
、
国
際
観
光
旅
客
が
精
神
的
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
心
地
よ
く
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
い
い
、
例
え
ば
、
空
港
に
お
け
る
出
入
国
手
続
に
関
し
て
は
、
顔
認

証
ゲ
ー
ト
の
整
備
に
よ
り
、
待
機
時
間
を
含
め
長
時
間
に
及
ん
で
い
た
手
続
が
ブ
ー
ス
に
お
け
る
対
面
審
査
を
経
る
こ
と
な

く
短
時
間
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

国
際
観
光
旅
客
税
の
税
収
を
充
当
す
る
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て
は
、
「
国
際
観
光
旅
客
税
の
使
途
に
関
す
る
基
本
方
針

等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
観
光
立
国
推
進
閣
僚
会
議
決
定
）
に
定
め
る
「
国
際
観
光
旅
客
税
の
使

途
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の
各
項
目
に
記
載
さ
れ
た
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
が
、
令
和
二
年
度
以
降
の
当
該
施
策
に
つ

い
て
は
、
観
光
戦
略
実
行
推
進
会
議
に
お
い
て
、
民
間
有
識
者
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
行
い
、
同
年
度
以
降
の
予
算

を
編
成
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
道
路
関
係
予
算
（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
対
策
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
直

轄
事
業
及
び
補
助
事
業
等
に
係
る
国
費
の
額
か
ら
、
地
方
自
治
体
が
負
担
す
る
直
轄
事
業
負
担
金
を
差
し
引
い
た
額
は
、
各

年
度
の
当
初
予
算
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
約
一
兆
三
千
三
百
五
十
七
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
約
一
兆
三
千
四
百
十

五
億
円
、
平
成
二
十
四
年
度
約
一
兆
三
千
二
百
五
十
一
億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
約
一
兆
三
千
三
百
二
十
七
億
円
、
平
成
二

十
六
年
度
約
一
兆
三
千
五
百
六
十
二
億
円
、
平
成
二
十
七
年
度
約
一
兆
三
千
六
百
八
十
八
億
円
、
平
成
二
十
八
年
度
約
一
兆

三
千
六
百
四
十
三
億
円
、
平
成
二
十
九
年
度
約
一
兆
三
千
七
百
三
十
三
億
円
、
平
成
三
十
年
度
約
一
兆
三
千
七
百
十
九
億
円
、

令
和
元
年
度
約
一
兆
六
千
二
百
五
十
三
億
円
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
一
般
会
計
税
収
の
う
ち
平
成
二
十
年
度
以
前
の
い
わ
ゆ
る
道
路
特
定
財
源
に
対
応
す
る
金
額
に

つ
い
て
、
一
定
の
仮
定
を
置
い
て
機
械
的
に
試
算
す
る
と
、
各
年
度
の
当
初
予
算
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
約
二
兆
九

千
三
百
四
十
四
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
約
二
兆
九
千
七
百
七
十
七
億
円
、
平
成
二
十
四
年
度
約
二
兆
九
千
四
百
五
十
二
億

円
、
平
成
二
十
五
年
度
約
二
兆
八
千
七
百
六
十
一
億
円
、
平
成
二
十
六
年
度
約
二
兆
八
千
五
百
四
十
九
億
円
、
平
成
二
十
七

年
度
約
二
兆
七
千
六
百
五
十
八
億
円
、
平
成
二
十
八
年
度
約
二
兆
六
千
九
百
三
十
四
億
円
、
平
成
二
十
九
年
度
約
二
兆
六
千

二



八
百
八
十
七
億
円
、
平
成
三
十
年
度
約
二
兆
六
千
四
百
四
十
一
億
円
、
令
和
元
年
度
約
二
兆
六
千
十
四
億
円
と
な
る
。

お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
二
年
度
予
算
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
予
算
の
十
年
間
」
に
お
い
て
「
道
路
予
算
が
道
路
特
定
財
源

見
合
い
の
税
収
を
上
回
る
の
か
、
或
い
は
下
回
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
道
路
関
係
予
算
の
ほ
か
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交

付
金
及
び
防
災
・
安
全
交
付
金
等
を
道
路
整
備
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
交
付
金
等
の
う
ち
道
路
整
備

に
充
て
ら
れ
て
き
て
い
る
予
算
額
を
把
握
で
き
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
当
時
指
摘
さ
れ
た
道
路
以
外
へ
の
流
用
」
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
効
果
」

に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
以
来
、
永
年
の
懸
案
と
さ
れ
て
き
た
車
体
課
税
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
令
和
元

年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
自
動
車
税
の
恒
久
減
税
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化

特
例
等
の
特
例
措
置
の
見
直
し
や
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ
り
、
自
動
車
税
の
恒
久
減
税
に
伴
う
減
収
額
に
見
合
っ

た
地
方
税
財
源
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
、
自
家
用
乗
用
車
の
購
入
に
係
る
需
要
平
準
化
対
策
と
し
て
、
自
動
車
税
及
び
軽
自

三



動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
を
行
う
な
ど
、車
体
課
税
全
般
に
わ
た
る
大
幅
な
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
に
与
党
が
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
大
綱
」（
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
、
こ
の
大
幅
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
前
提
に
、「
最
終
的
な
結
論
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
自
動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
「
技
術
革
新
や
保
有
か
ら
利
用
へ
の
変
化
等
の
自
動
車

を
取
り
巻
く
環
境
変
化
の
動
向
、
環
境
負
荷
の
低
減
に
対
す
る
要
請
の
高
ま
り
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
財

源
を
安
定
的
に
確
保
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
検
討
を
行

う
」
と
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
道
路
整
備
に
関
す
る
施
策
の
計
画
的
な
実
施
の
た
め
、
必
要
な
財

源
を
安
定
的
に
確
保
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四


